
一時保護所における苦情解決制度及び第三者委員
（アンケート実施結果）

【調査概要】

一時保護所における苦情解決制度の運用及び第三者委員の活動状況の実態把握のためアンケート調査を実施

・回答一時保護所：東京都児童相談所一時保護所 ８か所

・実施時期：令和４年７月

 「会議等で説明し、職員を通して子供に周知している」は5所（62.5% ）が実施していた
 子供への紹介方法は、「会食の機会を設けている」が5施設（62.5%）と最も多かった
 その他として、「当日の朝、児童に説明している」「児童全員が第三者委員と話ができるようにしている」という回答があった

【結果概要（第三者委員について）】

〇 第三者委員 弁護士4名

〇 月に一度、担当の一時保護所に訪問
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①会議等で第三者委員の紹介や活動を説明し、職員を通して子供に周知している

②入所児童との会食の機会を設けている

③入所児童の集会などの機会に紹介している

④行事や活動に参加してもらっている

⑤第三者委員を紹介することを目的とした交流会を実施している

⑥児童の目に触れる場所に第三者委員を紹介するポスター等を掲出している

⑦入所児童とは直接会ったり、紹介はしていない

⑧その他

質問１ 第三者委員の活動や子供が第三者委員を知るための取組やその内容について（複数回答可）
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一時保護所における苦情解決制度及び第三者委員
（アンケート実施結果）

 「共に生活する入所児童に関する内
容」が6所（75%）と最も多く、次
いで「生活上の規則、ルールに関す
る内容」が5所（62.5%）であり、保
護所での生活に関する投書が多くを
占めた

 「その他」として、「退所につい
て」という回答があった

【結果概要（意見箱について）】

 「0～5件程度」と回答した所はなかった
 51件以上が3所（37.5%）ある一方、6～10件程度という所も1
所あり、バラつきがある

 「毎日開封する」が6所（75%）であり、4分の3を占めた
 「週に1回程度」が1所（12.5%）、「特に決めていない」が1
所（12.5%）であった

①0件、②1～2件程度、③3～5件程度
0所 (0.0%)

④6～10件程度
1所 (12.5%)

⑤11件以上
3所 (37.5%)⑥21件以上, 

1所 (12.5%)

⑦31件以上
0所 (0.0%)

⑧51件以上
3所 (37.5%)

質問２ 意見箱の年間の投書実績について

①月に1～2回程度, 
0所 (0.0%)

②週に1回程度, 
1所 (12.5%)

③2～3日置きに1回程度, 
0所 (0.0%)

④毎日開封する, 
6所 (75.0%)

⑤特に決めていない, 
1所 (12.5%)

質問３ 意見箱を開封する頻度について
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①生活上の規則、ルールに関する内容

②家族や自分が置かれた境遇に関する内容

③職員の対応や支援に関する内容

④共に生活する入所児童に関する内容

⑤児童相談所、児童福祉司（児童心理司）に関する内容

⑥娯楽品、ぜいたく品、嗜好品等に対する要望

➆通学や学習に関する内容

⑦その他

質問４ 意見箱に投書される主な内容について

（あてはまる上位３つを回答）
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 権利擁護の取組について、全ての保護所で何かしらの取組は実施している
 「職員の子供の権利擁護意識向上のための研修や意見交換の機会」の確保については、５所（62.5%）が実施していた
 「相談先や相談相手がわかるよう子供が目にするところにその内容を掲示」が3所（37.5%）、「子供の権利について定期的に説明」に
ついては2所（25%）にとどまった

【結果概要（一時保護所の取組）】

一時保護所における苦情解決制度及び第三者委員
（アンケート実施結果）
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①職員の子供の権利擁護意識向上のための研修や意見交換の機会がある

②子供のプライバシー保護に関する規程、マニュアル等を整備している

③子供や保護者の思想や信教の自由について、最大限配慮している

④日常的に発せられる子供の意向を汲み取り、子供参加のもとで改善につなげていく仕組みがある

⑤生活での規則、約束ごとなどについて、子供にわかりやすく説明している

⑥子供の権利について定期的に説明している

➆相談先や相談相手がわかるよう子供が目にするところにその内容を掲示したりしている

⑧子供からの要望に答えられない理由を丁寧に説明している

質問５ 子供の権利擁護に係る施設の取組について（複数回答可）

【困りごと相談用紙について】

〇 子供の権利擁護専門相談事業における東京都の取組

〇 各保護所で投書された相談用紙を児童相談センターで集約し、必要に応じて子供の権利擁護専門員が対応

〇 年間の投書実績 124件（そのうち子供の権利擁護専門員が対応した件数5件）

〇 開封頻度 毎日

〇 投書される主な内容 境遇に関する内容、職員の対応等に関する内容、入所児童に関する内容
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